
 

規制区間全体図 

県道 70 号規制区間 

延長 12.6km 

至 清川村宮ケ瀬 1548

（宮ケ瀬北原交差点） 

自 清川村煤ケ谷 5172

（秦野市境） 

自 愛川町田代 1990

（平山坂下交差点） 

至 愛川町半原 5590

（半原日向交差点） 
国道 412 号規制区間 

延長 5.1km 

厚木土木事務所 


